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(57)【要約】
【課題】リソグラフィプロセス条件を決定するための良
好な方法およびシステムを提供する。
【解決手段】リソグラフィプロセスのためのリソグラフ
ィプロセス条件を決定する方法およびシステムが記載さ
れる。入力を取得した後、非矩形状サブ分解能アシスト
特徴部を許容する条件下で、照明光源特よびマスク設計
について第１の最適化を行う。続いて、矩形状サブ分解
能アシスト特徴部だけが許容される１つ又はそれ以上の
追加の最適化において、マスク設計が最適化される。こ
れにより良好なリソグラフィプロセスが得られるととも
に、マスク設計の複雑性を制限する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソグラフィプロセスのためのリソグラフィプロセス条件を決定する方法（３００）で
あって、
　・照明光源およびマスク設計の特性を取得すること（３１０）を含み、該マスク設計は
、リソグラフィパターンを含んでおり、
　・リソグラフィプロセスのための照明光源特性およびマスク設計特性の組合せ最適化の
ための第１の最適化を実施すること（３２０）を含み、これにより前記第１最適化では、
マスク用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部（１３０）が許容されており、
　・前記第１の最適化から、最適化した照明光源特性の組を決定することを含み、
　・リソグラフィプロセスのマスク設計特性の最適化のための１つ又はそれ以上の追加の
最適化を実施すること（３３０）を含み、これにより前記１つ又はそれ以上の追加の最適
化では、前記マスク設計用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部（１３０）の存在が実質
的に排除され、前記１つ又はそれ以上の追加の最適化は、最適化した照明光源特性の前記
組を考慮しており、
　・前記１つ又はそれ以上の追加の最適化から、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部（１
３０）を実質的に排除した、最適化したマスク設計特性の組を決定することを含む、方法
。
【請求項２】
　前記１つ又はそれ以上の追加の最適化を実施すること（３３０）は、１つ又はそれ以上
の追加の最適化で許容される最も複雑なマスク設計特徴部が第１の最適化で許容される最
も複雑なマスク設計特徴部よりも複雑でないことを少なくとも表現しているマスクルール
チェック設定を考慮するようにした、請求項１記載の方法（３００）。
【請求項３】
　第１の最適化は、マスク設計の一部である最適化クリップについて実施するようにした
、請求項１または２記載の方法（３００）。
【請求項４】
　１つ又はそれ以上の最適化を実施すること（３３０）は、リソグラフィプロセスのため
の閾値を最適化することをさらに含む、請求項１～３のいずれかに記載の方法（３００）
。
【請求項５】
　１つ又はそれ以上の最適化は、
　・リソグラフィプロセスの閾値およびマスク設計特性を最適化するための第２の最適化
を含み、これにより前記第２の最適化では、前記マスク用の非矩形状サブ分解能アシスト
特徴部（１３０）の存在が実質的に排除され、これにより第２の最適化は、最適化した照
明光源特性の組を考慮しており、
　・リソグラフィプロセスのためのマスク設計特性を最適化するための第３の最適化を含
み、これにより前記第３の最適化では、前記マスク用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴
部（１３０）の存在が実質的に排除され、これにより第３の最適化は、第１の最適化から
決定した最適化照明光源特性の組、および第２の最適化から決定した最適化閾値を考慮す
るようにした、請求項４記載の方法（３００）。
【請求項６】
　第２の最適化を実施することは、マスク設計の一部である最適化クリップに適用される
、請求項５記載の方法（３００）。
【請求項７】
　第３の最適化を実施することは、フルマスク設計に適用される、請求項５または６記載
の方法（３００）。
【請求項８】
　リソグラフィプロセスは、処理すべきパターンの異なる部分のパターニングを行う多重
パターニングステップを含む、請求項１～７のいずれかに記載の方法（３００）。
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【請求項９】
　第１の最適化または、１つ又はそれ以上の追加の最適化の各々では、光源－マスク最適
化アルゴリズムが、フルレジストモデルまたは空中像モデルのいずれかをベースとして使
用される、請求項１～８のいずれかに記載の方法（３００）。
【請求項１０】
　リソグラフィプロセスのためのリソグラフィプロセス条件を決定するためのシステム（
７００）であって、
　・照明光源およびマスク設計の特性を取得するための入力手段（７１０）を備え、該マ
スク設計は、リソグラフィパターンを含み、
　・処理手段（７２０）を備え、該処理手段は、
　　・リソグラフィプロセスのための照明光源特性およびマスク設計特性の組合せ最適化
のための第１の最適化を実施し、これにより前記第１最適化では、マスク用の非矩形状サ
ブ分解能のアシスト特徴部（１３０）が許容されており、
　　・前記第１の最適化から、最適化した照明光源特性の組を決定し、
　　・リソグラフィプロセスのマスク設計特性の最適化のための１つ又はそれ以上の追加
の最適化を実施し、これにより前記１つ又はそれ以上の追加の最適化では、前記マスク設
計用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部（１３０）の存在が実質的に排除され、これに
より前記１つ又はそれ以上の追加の最適化は、最適化した照明光源特性の前記組を考慮し
ており、
　　・前記１つ又はそれ以上の追加の最適化から、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部（
１３０）を実質的に排除した、最適化したマスク設計特性の組を決定するようにプログラ
ムされている、システム。
【請求項１１】
　システム（７００）は、処理手段上で実行した場合、請求項１～９のいずれかに記載の
方法の１つを実行するためのコンピュータプログラム製品として実装されている、請求項
１０記載のシステム（７００）。
【請求項１２】
　処理手段上で実行した場合、請求項１～９のいずれかに記載の方法の１つを実行するた
めのコンピュータプログラム製品を格納したデータキュリア、またはこうしたコンピュー
タプログラム製品の伝送。
【請求項１３】
　リソグラフィプロセスで使用する部品キットであって、
　・請求項１～９のいずれかに記載の方法を用いて決定した照明光源特性を少なくとも含
むキャリアと、
　・同じ方法を用いて決定したマスク設計に係るマスクとを備える、部品キット。
【請求項１４】
　少なくとも１つのパターン層を含む電子デバイスであって、
　該パターン層は、請求項１～９のいずれかに記載の方法を用いて決定したリソグラフィ
プロセス条件に従うリソグラフィプロセスを用いて製作されるようにした、電子デバイス
。
【請求項１５】
　電子デバイスを製造するための方法であって、
　・請求項１～９のいずれかに記載の方法（３００）を用いて、照明光源特性およびマス
ク特性を含むリソグラフィプロセス条件の組を決定することを含み、
　・電子デバイスを形成するために、該リソグラフィプロセス条件を用いて半導体基板上
のフォトレジストを露光することとを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学リソグラフィの分野に関し、詳細には、例えば、リソグラフィプロセス
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に用いられる光源照明、閾値、マスクの最適化など、リソグラフィプロセスを最適化する
ための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学リソグラフィは、マイクロチップの生産に使用される技術のうちの１つである。そ
れは、「レチクル(reticle)」あるいは「フォトマスク」または「マスク」を使用し、「
ウエハ」上に塗布された「フォトレジスト層」に、あるパターンを形成する。このマスク
は、あるパターンを含んでおり、その像がウエハ上に投影された場合、化学的に現像した
後、このフォトレジスト層に所望のパターンを生成する。この投影した像は、ある波長お
よび光源形状を用いてマスクを照明することによってフォトレジスト層に形成される。マ
スクを通過した光は、リソグラフィ露光ツールの投影レンズによって取り込まれ、このレ
ンズは、マスクパターンの像をフォトレジスト層に形成する。マスク自体は、光学的に透
明なプレートで構成され、その上にパターンが片面に形成されている。これらのパターン
は、多角形からなり、マスクの光学伝達特性は「パターン無しエリア」に対して変更され
ている。一例として、これらの多角形状マスクパターンは、これらを通過した光を吸収し
または減衰させる薄い層で構成してもよい。
【０００３】
　しかしながら、光学投影リソグラフィ用の上記基本概念は、２つの要素によって複雑化
している。ウエハ上に形成された像での形状は、マスク上のパターンの形状と同一コピー
ではなく、リソグラフィ工程で用いられる「技術(technology)ノード」がより発展するに
つれて、即ち、生成する必要があるパターンサイズおよびパターン密度がそれぞれ小さく
なって、例えば、２０ｎｍノード未満に高密度になると、両者間の相違点は大きくなる。
【０００４】
　マスク像パターンおよび投影像パターンの間の相違の影響は、「光学近接効果」と称さ
れる。長年、この効果は、いわゆる「光学近接効果補正」（ＯＰＣ）をマスクパターンに
適用することによって取り扱われている。即ち、マスクパターンは、投影した像が所望の
ウエハパターンに接近するように、ウエハ上に形成したい像とは意図的に異ならせている
。この変更は、一般に、マスクパターンの形状（多角形）がある適切な方法で所望の印刷
形状とは異なることを意味しているが、それは、ウエハ上に印刷像を形成するものではな
いが、印刷すると考えられる多角形のプロセスラチチュード（次の黒点(bullet)を参照）
をいくらか改善する追加の多角形をマスクパターンに追加することをも意味している。
【０００５】
　これらの「特別」マスク多角形は、しばしば「アシストマスク特徴部(feature)」また
は「アシスト特徴部」と称される。ＯＰＣは、長年に渡って標準的な技術となっており、
幾つかの会社が、意図したウエハパターンを与えると、マスクがリソグラフィツール内で
露光される方法に関して充分に詳細な事項と共に、光学近接効果を補正したマスクパター
ンを生成するソフトウエアを提供している。
【０００６】
　光学投影リソグラフィをより複雑化している第２の要素は、ウエハパターンの忠実度が
、リソグラフィプロセスでの欠陥（これらの多くはここで列挙している。）の存在（回避
できない程度の）によって影響を受けることである。印刷パターン形状は、ウエハ上に像
を生成するために用いられる光の量に依存し、いわゆる「露光量」または「線量」と称さ
れる。
【０００７】
　一般に、例えば、回避できない機械エラーまたは作業者エラーに起因して、理想的な線
量を正確に露光することが不可能であるため、リソグラフィ作業者は、充分な量の「露光
ラチチュード（ＥＬ）」を有する条件下で、即ち、理想の露光量からのある一定のオフセ
ット（通常、露光量自体の百分率として表現される）が許容される条件下で作業すること
を目的としている。
【０００８】
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　像を形成するリソグラフィ投影レンズは、いわゆる「ベストフォーカス面」、即ち、像
が最も「鮮鋭」であって、意図した像に最も近くなる、空間内のある平面を有する。ウエ
ハがこのベストフォーカス面に関して理想的に配置されていない場合、ウエハは「合焦外
れ」ということになる。
【０００９】
　一般に、例えば、回避できない機械エラーまたは作業者エラーに起因して、ウエハを正
確に合焦状態で露光することが不可能であるため、リソグラフィ作業者は、充分な量の「
焦点深度（ＤＯＦ）」を有する条件下で、即ち、理想の焦点面からのある一定のオフセッ
ト（通常、実際のウエハ面が理想面から何ナノメータ離れているかで表現される）が許容
される条件下で作業することを目的としている。
【００１０】
　例えば、上記ＯＰＣソフトウエアによって生成されたマスクパターンは、一般に、リソ
グラフィプロセスで用いられる実際のフォトマスク上で完全に実現できない。通常、「マ
スクエラー」が存在しており、即ち、マスクパターンは、所望のマスクパターンからサイ
ズまたは形状（あるいは両方）の点で偏差している。所望のマスクパターンからの偏差（
「マスクエラー」）はまた、ウエハパターンの偏差をもたらす。一般に、マスクエラーを
回避すること不可能であるため、リソグラフィ作業者は、ある量のマスクエラーが許容さ
れる条件下で作業することを目的としている。
【００１１】
　典型的には、充分なＥＬ、ＤＯＦおよびマスクエラーに対する許容誤差が実現されるリ
ソグラフィプロセス条件を見出す必要がある。上記許容誤差に対するリソグラフィプロセ
スの実際の性能は、しばしば「クリティカル(critical)寸法均一性」、略してＣＤＵ（ナ
ノメータ表現）と称される測定基準で定量化される。この測定基準は、例えば、この露光
焦点または露光量または実際のマスクエラーなどのプロセス変動に起因して、ウエハ像で
のある構造の寸法が実際にどれぐらい変動しているか（例えば、印刷したウエハ内部、ま
たはウエハからウエハへ）を表現する。そして、リソグラフィプロセス条件の最適化は、
ＣＤＵ測定基準の最小化として表現できる。ここでの重要な要素（その要素だけではない
が）は、リソグラフィ露光ツールで使用される照射光源形状の選択である。
【００１２】
　上記の２つの複雑化は、今日、いわゆる光源(source)－マスク最適化（通常、「ＳＭＯ
」と略す）を実施することによってしばしば対処されている。これは、露光量、焦点及び
／又はマスクエラーについての最良の可能性のあるまたは少なくとも充分な許容誤差（い
わゆる「プロセスマージン」）を提供する光源－マスクの組合せを見出すために、照明光
源およびＯＰＣマスクが同時に変化する計算プロセスである。幾つかのソフトウエア会社
が、所望のウエハ像が与えられた場合、他の入力、例えば、所望のプロセスマージンおよ
び、使用者にとって許容されるマスク複雑性への制限を規定するパラメータなどとともに
、例えば、ＳＭＯ計算を行う自動化ソフトウエアを提供している。
【００１３】
　これらのマスク複雑性の制限は、リソグラフィプロセスのラチチュードの最大化とコス
トとの間でトレードオフ(trade-off)を構成する。これは、次のように理解できる。　　
　　　　　要求された像に可能な限り近い像を生成するために、マスク上のパターンが理
想的にどのように見えるかを計算する場合、得られたマスクパターンは、通常、極端に複
雑であり、このことは、印刷像、そしてアシスト特徴部の量、密度および形状を生成する
ことを意図したマスク多角形の形状が極めて複雑であることを意味する。こうした複雑な
マスクは、全て製造可能であれば、マスクコストが増加し、生成する必要がある多角形の
数が増加し、あるいは、個々の多角形の形状がより複雑になる場合、極めて高価になるで
あろう。さらに、任意の形状のアシスト特徴部を用いると、極めて大きなマスクファイル
が生じ、これはマスク上の全てのパターンの正確な形状を記述するファイルであり、これ
について産業界は、ｇｄｓまたはｇｄｓ２　ファイルと称される標準ファイルフォーマッ
トを使用している。
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【００１４】
　従って、ＯＰＣソフトウエアおよびＳＭＯソフトウエアの両方は、使用者が受け入れよ
うとする解法の複雑性に影響を与える（制限する）多くの数値パラメータを有し、これに
ついてソフトウエアの使用者は、適切と考える数値または設定を選択する必要がある。最
終のマスク解法に現れるアシスト多角形の実際の複雑性は、「マスクルールチェック」ま
たはＭＲＣパラメータと称されるＳＭＯ計算のための入力パラメータ組の値によって、さ
らに影響される。これらのパラメータについての実際の値（計算を実行する人間によって
設定される必要がある）は、個々のマスク多角形の許容される複雑性への制限を設定する
。一例として、これらのＭＲＣパラメータは、マスク多角形の許容されるセグメント長に
対して最小値を設定する。極めて複雑な形状を許容するＭＲＣパラメータは、「アグレッ
シブ（積極的）」と称され、こうしたＭＲＣ入力パラメータのアグレッシブな組を備えた
印刷した像形状は、一般に、所望の理想像により近くなるであろう。しかし、得られたマ
スクは、製造不可能であるか、あるいは極めて高価であろう。これが、一般に、人々が、
より「穏健なＭＲＣ」入力パラメータを用いてＳＭＯソフトウエアを実行することを好む
理由であり、完全な印刷像ではないが、あまり複雑でなく、製造可能であり、あまり高価
でないマスクを出力する。
【００１５】
　矩形状のアシストだけを許容する決定は、マスクコストを制限するが、より小さなプロ
セスラチチュードをしばしばもたらすことになる。多くの場合、リソグラフィプロセス許
容誤差は、非矩形状アシスト特徴部が許容された場合、矩形状アシストのみが許容された
場合と比べて改善することが知られている。よりアグレッシブな入力ＭＲＣパラメータは
、通常、より大きなプロセスマージンをもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
（発明の要旨）
　本発明の実施形態の目的は、リソグラフィプロセス条件を決定するための良好な方法お
よびシステムを提供することである。
【００１７】
　本発明の実施形態の利点は、リソグラフィプロセス条件が、リソグラフィプロセスに良
好な焦点深度（ＤｏＦ）性能を提供するとともに、使用するマスクにおいて、低い複雑性
のサブ分解能アシスト特徴部を許容するように決定できることである。本発明の実施形態
の利点は、マスクを製造するための製造努力および経済的コストが低くなるとともに、良
好なＤｏＦ性能を持つリソグラフィプロセスが得られることである。
【００１８】
　本発明の実施形態の利点は、リソグラフィプロセス条件が、マスク複雑性が低く、また
は制限される（即ち、例えば、矩形状のサブ分解能のアシスト特徴部のみが存在する）と
ともに、リソグラフィプロセスは、非矩形状のサブ分解能の特徴部もマスク内で許容され
ている場合と類似または同じクリティカル寸法均一性（ＣＤＵ）を取得できるリソグラフ
ィプロセスのために決定できることである。
【００１９】
　本発明の実施形態の利点は、使用するマスク特徴部およびサブ分解能のアシスト特徴部
を定義するマスクファイルのサイズが制限できるとともに、良好なリソグラフィプロセス
が得られることである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的は、本発明に係る方法および装置によって達成される。
【００２１】
　本発明は、リソグラフィプロセスのためのリソグラフィプロセス条件を決定する方法に
関する。該方法は、
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　・照明光源およびマスク設計の特性を取得することを含み、該マスク設計は、リソグラ
フィパターンを含んでおり、
　・リソグラフィプロセスのための照明光源特性およびマスク設計特性の組合せ最適化の
ための第１の最適化を実施することを含み、これにより前記第１最適化では、マスク用の
非矩形状サブ分解能アシスト特徴部が許容されており、
　・前記第１の最適化から、最適化した照明光源特性の組を決定することを含み、
　・リソグラフィプロセスのマスク設計特性の最適化のための１つ又はそれ以上の追加の
最適化を実施することを含み、これにより前記１つ又はそれ以上の追加の最適化では、前
記マスク設計用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の存在が実質的に排除され、前記１
つ又はそれ以上の追加の最適化は、最適化した照明光源特性の前記組を考慮しており、
　・前記１つ又はそれ以上の追加の最適化から、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を実
質的に排除した、最適化したマスク設計特性の組を決定することを含む。
【００２２】
　驚くべきことに、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を許容しない制限されたマスク設
計設定を用いるとともに、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を許容する無制限またはあ
まり制限されないマスク設計設定を用いて、決定した光源－照明条件を用いてマスク設計
特性を最適化することは、良好なリソグラフィプロセスのためのリソグラフィプロセス条
件、例えば、良好なＤｏＦ、良好なＣＤＵなどを提供するとともに、マスク設計の複雑性
は制限されることが判明した。非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を実質的に排除すると
は、矩形状サブ分解能アシスト特徴部のみを使用することを参照することがある。該方法
は、コンピュータで実行してもよい。
【００２３】
　１つ又はそれ以上の追加の最適化は、１つ又はそれ以上の追加の最適化で許容される最
も複雑なマスク設計特徴部が第１の最適化で許容される最も複雑なマスク設計特徴部より
もあまり複雑でないことを少なくとも表現しているマスクルールチェック設定を考慮して
、実施してもよい。本発明の少なくとも幾つかの実施形態の利点は、良好なリソグラフィ
プロセスのために従来のマスク最適化を用いて製作したマスク設計でのマスク特徴部と比
較して、サブ分解能アシスト特徴部が最終マスク設計においてあまり複雑にならないだけ
でなく、他のマスク特徴部も最終マスク設計においてあまり複雑にならないことである。
【００２４】
　第１の最適化は、マスク設計のほんの一部である最適化クリップについて実施してもよ
い。本発明の少なくとも幾つかの実施形態の利点は、最適化が、マスクの小さな部分だけ
について実施可能であり、制限されたコンピュータ能力で効率的な処理が可能になる。
【００２５】
　１つ又はそれ以上の最適化は、リソグラフィプロセスのための閾値を最適化することを
含んでもよい。
【００２６】
　１つ又はそれ以上の最適化を実施することは、リソグラフィプロセスの閾値およびマス
ク設計特性の最適化のための第２の最適化を実施することを含んでもよく、これにより前
記第２の最適化では、前記マスク用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の存在が実質的
に排除され、第２の最適化は、最適化した照明光源特性の組を考慮しており、そして、リ
ソグラフィプロセスのためのマスク設計特性を最適化するための第３の最適化を実施する
ことを含んでもよく、これにより前記第３の最適化では、前記マスク用の非矩形状サブ分
解能アシスト特徴部の存在が実質的に排除され、第３の最適化は、第１の最適化から決定
した、最適化した照明光源特性の組、および第２の最適化から決定した、最適化した閾値
を考慮している。
【００２７】
　本発明の少なくとも幾つかの実施形態の利点は、選択すべき照明光源、閾値およびマス
クの特性が、異なる最適化ステップで最適化できることであり、それ自体のアシスト設定
およびマスクルールチェック設定を用いて各パラメータを最適化することが可能である。
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本発明の少なくとも幾つかの実施形態の利点は、異なるアシスト設定およびマスクルール
チェック設定の使用が、照明光源、閾値およびマスクの特性を最適化することを可能にし
、その結果、リソグラフィプロセスを用いて良好なＤｏＦ及び／又はＣＤＵが得られ、同
時に、制限された複雑性を持つマスクがリソグラフィプロセス用に使用可能であることで
ある。
【００２８】
　第２の最適化を実施することは、マスク設計のほんの一部である最適化クリップに適用
してもよい。本発明の少なくとも幾つかの実施形態の利点は、最適化が、マスクの小さな
部分だけについて実施可能であり、制限されたコンピュータ能力で効率的な処理が可能に
なる。
【００２９】
　第３の最適化を実施することは、フルマスク設計に適用してもよい。本発明の少なくと
も幾つかの実施形態の利点は、マスク特徴部がフルマスクについて決定できることである
。
【００３０】
　リソグラフィプロセスは、処理すべきパターンの異なる部分のパターニングを行う多重
パターニングステップを含んでもよい。本発明の実施形態が、多重パターニングリソグラ
フィプロセスに特に好適であろう。それは、多重パターニングにおいて、サブパターンは
、典型的には特徴部間で幅広のスペースを有するためである。換言すると、多重パターニ
ングリソグラフィプロセスを用いると、孤立したパターンの発生頻度が多い。これは、焦
点深度マージンおよびＣＤ（クリティカル寸法）変動に対してマイナスの影響を固有に有
するため、本発明の少なくとも幾つかの実施形態で得られるような、焦点深度およびＣＤ
均一性を改善するための戦略が、多重パターニング技術にとって有益である。
【００３１】
　第１の最適化または、１つ又はそれ以上の追加の最適化の各々または何れかを実施する
ために、光源－マスク最適化アルゴリズムが、フルレジストモデルまたは空中像モデルの
いずれかをベースとして使用してもよい。
【００３２】
　本発明はまた、リソグラフィプロセスのためのリソグラフィプロセス条件を決定するた
めのシステムに関する。該システムは、
　・照明光源およびマスク設計の特性を取得するための入力手段を備え、該マスク設計は
、リソグラフィパターンおよびサブ分解能アシスト特徴部を含み、
　・処理手段を備え、該処理手段は、
　　・リソグラフィプロセスのための照明光源特性およびマスク設計特性の組合せ最適化
のための第１の最適化を実施し、これにより前記第１最適化では、マスク用の非矩形状サ
ブ分解能のアシスト特徴部が許容されており、
　　・前記第１の最適化から、最適化した照明光源特性の組を決定し、
　　・リソグラフィプロセスのマスク設計特性の最適化のための１つ又はそれ以上の追加
の最適化を実施し、これにより前記１つ又はそれ以上の追加の最適化では、前記マスク設
計用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の存在が実質的に排除され、これにより前記１
つ又はそれ以上の追加の最適化は、最適化した照明光源特性の前記組を考慮しており、
　　・前記１つ又はそれ以上の追加の最適化から、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を
実質的に排除した、最適化したマスク設計特性の組を決定するようにプログラムされてい
る。
【００３３】
　処理手段は、リソグラフィプロセスの閾値およびマスク設計特性の最適化のための第２
の最適化を実施するように適合してもよく、これにより第２の最適化では、前記マスク用
の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の存在が実質的に排除され、第２の最適化は、最適
化した照明光源特性の組を考慮しており、そして、リソグラフィプロセスのためのマスク
設計特性を最適化するための第３の最適化を実施するように適合してもよく、これにより
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第３の最適化では、前記マスク用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の存在が実質的に
排除され、第３の最適化は、最適化した照明光源特性の組を考慮しており、第１の最適化
から決定した、最適化した照明光源特性の組、および第２の最適化から決定した、最適化
した閾値を考慮している。
【００３４】
　システムは、処理手段上で実行した場合、上述したような方法の１つを実行するための
コンピュータプログラム製品として実装してもよい。
【００３５】
　本発明はまた、処理手段上で実行した場合、上述したような方法の１つを実行するため
のコンピュータプログラム製品を格納したデータキュリアに関する。
【００３６】
　本発明はまた、処理手段上で実行した場合、上述したような方法の１つを実行するため
のコンピュータプログラム製品の伝送に関する。
【００３７】
　本発明はまた、リソグラフィプロセスで使用する部品キットに関する。該部品キットは
、上述したような方法を用いて決定した照明光源特性を含むキャリア、そして同じ方法を
用いて決定したマスク設計に係るマスクを備える。
【００３８】
　本発明はまた、電子デバイスに関する。該電子デバイスは、少なくとも１つのパターン
層を含み、該パターン層は、上述したような方法を用いて決定したリソグラフィプロセス
条件に従うリソグラフィプロセスを用いて製作される。
【００３９】
　本発明はまた、電子デバイスを製造するための方法に関する。該方法は、上述したよう
なリソグラフィプロセス条件決定方法を用いて、照明光源特性およびマスク特性を含むリ
ソグラフィプロセス条件の組を決定すること、続いて、電子デバイスを形成するために、
該リソグラフィプロセス条件を用いて半導体基板上のフォトレジストを露光することを含
む。
【００４０】
　本発明の実施形態の利点は、リソグラフィプロセス条件は、良好な焦点深度性能を持つ
リソグラフィプロセスを提供するように決定できることである。
【００４１】
　本発明の特定の好ましい態様は、添付の独立および従属請求項に記述している。従属請
求項からの特徴は、適切に、単に請求項に明示的に記述したものとしてでなく、独立請求
項の特徴および他の従属請求項の特徴と組み合わせてもよい。
【００４２】
　本発明のこれらの態様および他の態様は、後述する実施形態を参照しながら明らかにな
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】（先行技術）矩形状サブ分解能アシスト特徴部（分図Ａ）および非矩形状サブ分
解能アシスト特徴部（分図Ｂ）を示す。こうした特徴部は、本発明の実施形態においても
好都合に使用できる。
【図２】（先行技術）先行技術から知られているものとして、従来の光源－マスク最適化
フローを示す。
【図３】本発明の一実施形態に係る、リソグラフィプロセス条件を決定する方法を示す。
【図４】許容される矩形状ＳＲＡＦのみを用いた従来のフローを用いた場合（フローＡ）
、許容される非矩形状ＳＲＡＦを用いた従来のフローを用いた場合（フローＢ）、そして
本発明の一実施形態に係るＳＭＯフローを用いた場合（フローＣ）、生成したＳＲＡＭパ
ターンの比較例を示す。
【図５】許容される矩形状ＳＲＡＦのみを用いた従来のフロー、および本発明の一実施形
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態に係るＳＭＯフローについて、図４に示すＳＲＡＭパターンの例に示した切断線での正
規化した像対数傾斜（ＮＩＬＳ: normalized image log slope）を示す。
【図６】本発明の実施形態に係るＳＭＯフローの主要なステップが示されている複数の例
を示す。
【図７】本発明の一実施形態に係る、リソグラフィプロセス条件を決定するためのシステ
ム方法を示す。
【図８】矩形状ＳＲＡＦを用いた従来のフローおよび本発明の一実施形態に係るフローに
ついて、論理レイアウトの２５０個のコンタクトホールにおいて６％の露光ラチチュード
（ＥＬ）でのＤｏＦのヒストグラムを示す。
【図９】異なるＳＭＯフローについてのクリティカル寸法均一性（ＣＤＵ）およびＧＤＳ
ファイルのサイズを示すもので、本発明の実施形態の利点を説明している。
【図１０】２０ｎｍノードの場合、異なるＳＭＯフローについて対応するマスク設計との
組合せで、異なるＳＭＯフローについてのクリティカル寸法均一性（ＣＤＵ）およびＧＤ
Ｓファイルのサイズを示すもので、本発明の実施形態の利点を説明している。
【００４４】
　図面は、概略的に過ぎず、限定的なものでない。図面において、幾つかの要素のサイズ
は強調していることがあり、説明目的のため、スケールどおりに描いていない。請求項で
の参照符号は、範囲を限定するものとして解釈すべきでない。異なる図面において、同じ
参照符号は、同じまたは類似の要素を参照している。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　本発明は、特定の実施形態に関して一定の図面を参照しながら説明しているが、本発明
はこれによって限定されず、請求項によってのみ限定される。ここで記載した図面は、概
略的に過ぎず、限定的なものでない。図面において、幾つかの要素のサイズは強調してい
ることがあり、説明目的のため、スケールどおりに描いていない。寸法および相対寸法は
、本発明の実際の実施品と対応していない。
【００４６】
　さらに、説明および請求項での用語「第１」「第２」などは、類似の要素を区別するた
めに使用しており、必ずしも時間的または空間的な順番を記述するためではない。ここで
使用した用語は、適切な状況下で交換可能であり、ここで本発明の実施形態は、ここで説
明したり図示したものとは別の順番で動作可能であると理解すべきである。
【００４７】
　さらに、説明および請求項での用語「上(top)」、「下(bottom)」等は、説明目的で使
用しており、必ずしも相対的な位置を記述するためのものでない。こうして用いた用語は
、適切な状況下で交換可能であって、ここで説明した本発明の実施形態がここで説明また
は図示した以外の他の向きで動作可能であると理解すべきである。
【００４８】
　請求項で用いた用語「備える、含む(comprising)」は、それ以降に列挙された手段に限
定されるものと解釈すべきでなく、他の要素またはステップを除外していないことに留意
する。記述した特徴、整数、ステップまたは構成要素の存在を、参照したように特定する
ように解釈する必要があるが、１つ又はそれ以上の他の特徴、整数、ステップまたは構成
要素、あるいはこれらのグループの存在または追加を除外していない。こうして表現「手
段Ａ，Ｂを備えるデバイス」の範囲は、構成要素Ａ，Ｂのみから成るデバイスに限定すべ
きでない。本発明に関して、デバイスの関連した構成要素がＡ，Ｂであることを意味する
。
【００４９】
　　本明細書を通じて「一実施形態」または「実施形態」への参照は、実施形態との関連
で記載した特定の特徴、構造または特性が本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれる
ことを意味する。本明細書を通じていろいろな場所での「一実施形態」または「実施形態
」の語句の出現は、必ずしも全て同じ実施形態を参照していないが、そうこともある。さ
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らに、１つ又はそれ以上の実施形態において、本発明から当業者にとって明らかなように
、特定の特徴、構造または特性は、いずれか適切な方法で組み合わせてもよい。
【００５０】
　同様に、本発明の例示の実施形態の説明において、本開示を合理化し、本発明の１つ又
はそれ以上の種々の態様の理解を支援する目的で、単一の実施形態、図面、または説明に
おいて、本発明のいろいろな特徴が一緒にグループ化していることがあると理解すべきで
ある。しかしながら、この開示の方法は、請求項の発明が、各請求項で明示的に記載した
ものより多くの特徴を必要とするという意図を反映していると解釈すべきでない。むしろ
下記の請求項が反映しているように、発明の態様は、単一の前述した実施形態の全ての特
徴より少ない場合がある。こうして詳細な説明に追従する請求項は、この詳細な説明の中
に明示的に組み込まれており、各請求項は、本発明の別々の実施形態として自立している
。
【００５１】
　さらに、ここで説明した幾つかの実施形態が、他の実施形態に含まれる幾つかの他でな
い特徴を含むとともに、当業者によって理解されるように、異なる実施形態の特徴の組合
せが本発明の範囲内にあって、異なる実施形態を構成することを意味する。例えば、下記
の請求項において、請求した実施形態の何れも、何れの組合せで使用可能である。
【００５２】
　ここで提供した説明では、多数の具体的な詳細を説明している。しかしながら、本発明
の実施形態は、これらの具体的な詳細なしで実施してもよいことは理解されよう。別の例
では、本説明の理解を曖昧にしないために、周知の方法、構造、および技法は詳細には示
していない。
【００５３】
　後述する実験または本発明に係る実施形態において、サブ分解能アシスト特徴部（ＳＲ
ＡＦ:sub-resolution assist features）という場合、マスクに追加された特徴部であっ
て、パターン化すべき特徴部そのままに基づくマスクを適用した場合に導入される光学近
接誤差を補正することが可能である特徴部を参照している。典型的には、２つのタイプの
アシスト特徴部が存在する。第１タイプは、矩形状のサブ分解能アシスト特徴部であり、
形状は全体的に矩形である。第２タイプは、非矩形状のサブ分解能アシスト特徴部（ＳＲ
ＡＦ）であり、任意の矩形状特徴部の他に、非矩形状のＳＲＡＦ部分も含んでいる。これ
らはまた、自由造形(free-form)ＳＲＡＦとも称される。一般に、アシスト特徴部は、任
意の形状、例えば、任意の多数の頂点を持つ多角形の物体とすることができる。幾つかの
実施形態では、こうした非矩形状のＳＲＡＦが、多角形状ＳＲＡＦ、および使用する角度
が０°，９０°，１８０°または２７０°に制限された多角形状ＳＲＡＦに制限できる。
但し、本発明の実施形態はこれに限定されない。
【００５４】
　例えば、本発明の実施形態はこれに限定されないが、二重パターニング用の矩形状ＳＲ
ＡＦ補正（分図Ａ）および非矩形状ＳＲＡＦ補正（分図Ｂ）の説明を図１に示している。
黒色部分はサブ分解能アシスト特徴部を示し、一方、ハッチング部分は原型パターン特徴
部を示している。知られているように、二重パターニングでの非矩形状ＳＲＡＦの使用は
、焦点深度（ＤｏＦ）を実質的に増加させ、マスクファイルサイズ（ＧＤＳ）も実質的に
増加させる。
【００５５】
　本発明に係る実施形態または実験において、光源(source)－マスク最適化（ＳＭＯ）と
いう場合、照射光源およびマスクを最適化するためのテクニックを参照している。最適化
は、照射光源の異なるエッジおよび特徴部に対して異なる効果を有してもよい。それは、
例えば、光源形状または照射パターンに対する効果を有してもよい。それは、例えば、光
源照明を、選択した放射パターンに制限するための瞳の使用を含んでもよい。マスクの最
適化は、マスクの異なる特徴部およびエッジに対する効果を有してもよい。それは、例え
ば、エッジ位置またはライン幅のシフト化またはバイアス化を含み、そして、それ自体を
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印刷することを意図していないが、印刷すべき関連パターン特徴部の性質に影響を及ぼす
アシスト特徴部の適用を含む。
【００５６】
　ＳＭＯは、典型的には、閾値の最適化も含む。本発明に係る実施形態において、閾値と
いう場合、照射用に使用する照射強度または線量を参照しており、それを超えると、照射
されたフォトレジストが変化してパターンの形成を生じさせる。使用する閾値は、取得で
きるクリティカル寸法に直接に影響を与える。
【００５７】
　本発明に係る実施形態において、従来のＳＭＯフローまたは標準ＳＭＯフローという場
合、図２に示すような方法に従って典型的に実施されるＳＭＯ最適化を参照している。図
２において、こうした従来のＳＭＯフロー２００の本質的な部分を示している。第１ステ
ップ２１０では、光源－マスク最適化を回路クリップ(clip)、例えば、ＳＲＡＭセルに対
して実施しており、光源およびマスク形状を規定する。このステップで使用するパターン
は、１つの回路クリップ、例えば、ＳＲＡＭセルに必ずしも限定されず、他のクリップ、
例えば、論理回路ブロックまたはこの組合せも使用できる。
【００５８】
　次のステップ２２０において、マスク最適化（ＭＯ）を論理パターンに対して実施して
おり、この部分は本質的に光学近接効果補正（ＯＰＣ）に対応している。マスク形状の結
果は、マスク製造可能性について考慮すべきである。従って、典型的にはＳＭＯおよびＭ
Ｏ最適化は、穏健なマスク制限ルール（ＭＲＣ）の下で矩形状ＳＲＡＦを用いて実施され
る。非矩形状ＳＲＡＦの場合、ＧＤＳマスクファイルサイズは、典型的には極めて大きく
なるためである。大きなＧＤＳファイルサイズおよび複雑なマスクが限定し過ぎでなけれ
ば、従来のＳＭＯフローは、より積極的なマスク制限ルールおよび非矩形状ＳＲＡＦを用
いて実施してもよい。
【００５９】
　第１態様では、本発明は、リソグラフィプロセスのためのリソグラフィプロセス条件を
決定する方法に関する。該方法は、小さいパターンのパターニング用に特に適している。
該方法は、多重パターニングプロセス、例えば、二重パターニングリソグラフィプロセス
において好都合に使用できる。但し、本発明の実施形態はこれに限定されない。それは、
光源－マスク最適化（ＳＭＯ）のためのアルゴリズムを利用している。ＳＭＯを実施する
ための種々のアルゴリズムが知られており、本発明の実施形態はこうしたアルゴリズムの
各々を利用できる。使用可能なＳＭＯアルゴリズムの一例が、国際特許出願ＷＯ２０１０
／０５９９５４　Ａ２に記載されている。但し、本発明の実施形態はこれに限定されない
。光源－マスク最適化のためのアルゴリズムが、光学結像モデルシミュレーションを利用
してもよい。例えば、ＳＭＯ最適化は、空中像モデルまたはフルレジストモデルを利用し
てもよい。本発明の実施形態は、使用する特定のモデルに限定されない。
【００６０】
　さらに、本発明の実施形態は、種々の最適化ステップを利用する。ステップの各々にお
いて、同じまたは異なるＳＭＯアルゴリズムが使用でき、同じまたは異なる光学結像シミ
ュレーションモデル、例えば、空中像モデルまたはフルレジストモデルを利用できる。幾
つかのＳＭＯステップでは、光源条件が固定され、例えば、前のステップで決定される。
こうした場合、アルゴリズムは、マスク最適化アルゴリズム（ＭＯ）と称してもよい。
【００６１】
　本発明の実施形態に係る方法は、最適化すべき照射光源およびマスク設計の特性を取得
するステップを含む。マスク設計特性またはマスク設計は、初期のパターンを含む。マス
ク設計特性は、精製すべきサブ分解能アシスト特徴部の組を含んでもよく、または、実施
すべき最適化の際に導入してもよい。初期の設定を取得した後、第１の最適化が、リソグ
ラフィプロセス用の照明光源特性およびマスク設計特性の組合せ最適化のために実施され
る。本発明の実施形態によれば、この第１の最適化は、マスク用の非矩形状サブ分解能ア
シスト特徴部が許容されるように実施される。上述したように、典型的なＳＭＯアルゴリ
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ズムがこの最適化のために使用してもよい。本発明の実施形態はこれに限定されない。例
えば、最適化は、フルレジストモデル、そして空中像モデルをベースとしてもよい。第１
の最適化は、典型的には、最適化すべきマスク設計の一部分のみである最適化クリップに
ついて実施してもよい。但し、本発明の実施形態はこれに限定されない。この第１の最適
化から、最適化した照明光源特性の組、そして最適化したマスク設計特性の組が決定され
るが、最適化した照明光源特性の組だけが維持され、この方法においてさらに使用される
ことになる。
【００６２】
　その後、１つ又はそれ以上の最適化を実施するステップが行われ、リソグラフィプロセ
スのマスク設計特性を最適化する。この最適化は、単一ステップで実施してもよく、また
は、例えば、他のパラメータ、例えば、閾値が最適化される場合、異なる最適化の際に実
施してもよい。これらの１つ又はそれ以上の更なる最適化では、第１の最適化で決定した
ように、最適化した照明光源特性の組は、固定した照明光源特性として用いられ、これら
の照明光源特性の更なる変動を許容しない。上述のように、使用するアルゴリズムは、第
１の最適化で使用したものと同じまたは異なるアルゴリズムでもよい。それは、フルレジ
ストモデルをベースとしたアルゴリズム、そして空中像モデルをベースとしたアルゴリズ
ムでもよい。マスク設計特性を最適化するための１つ又はそれ以上の更なる最適化におい
て、マスク設計のための非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の存在は、実施的に排除され
る。さらに、マスクルールチェック設定が設定され、あまり複雑でないマスク設計特徴部
が許容される。これらの最適化により、第１の最適化を用いて得られたものよりあまり複
雑でないマスク設計が得られ、驚くことに、許容される非矩形状サブ分解能アシスト特徴
部を用いて照明光源およびマスクの最適化を実施した場合に得られるような、良好な焦点
深度（ＤｏＦ）が得られるという利点を有する。
【００６３】
　これらの１つ又はそれ以上の更なる最適化から、最適化したマスク設計特性の組が決定
され、これによりマスク設計特性の場合、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部が実質的に
排除される。これらの１つ又はそれ以上の最適化は、フルマスク設計について実施しても
よい。一例として、本発明の一実施形態に係る例示の方法を図３に示している。例示の方
法は、照明光源およびマスク設計に関する初期設定を取得すること（３１０）を含む。光
源を定義するため（３２０）と、閾値およびマスクを定義するため（３３０）の最適化ス
テップ間の分離は、サブ分解能アシスト特徴部に関して異なる条件を使用することが可能
になる。即ち、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を許容するマスク特性を用いて光源を
定義することが可能になり、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を許容しない条件を用い
てマスク特性および閾値を定義することが可能になる。
【００６４】
　下記の実験結果で説明するように、この結果は、良好な焦点深度が得られるリソグラフ
ィプロセス条件の利点をもたらすとともに、マスク設計の複雑性および、マスク特性を保
存するファイルのマスク設計ファイルサイズを制限する。
【００６５】
　この方法は、上述のように決定したリソグラフィプロセス条件を出力ポートを経由して
、データキャリア、ディスプレイ表示または他の手段によって出力すること（３４０）を
含んでもよい。提供した出力は、リソグラフィプロセス時に使用される照明光源、そして
リソグラフィプロセスで使用されるマスク設計に関する情報を含むリソグラフィプロセス
条件である。
【００６６】
　本発明の実施形態に係る方法は、好都合なことに、少なくとも部分的にはコンピュータ
で実行される。例えば、最適化アルゴリズムが適用される少なくとも最適化ステップは、
コンピュータで実行される方法で実施できる。幾つかの実施形態では、該方法は完全にコ
ンピュータで実行される。
【００６７】
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　幾つかの実施形態では、１つ又はそれ以上の更なる最適化はまた、リソグラフィプロセ
ス用の閾値の最適化を含む。後者は、別個のステップで実施でき、またはマスク特性のた
めの最適化ステップとの組合せが可能である。一実施形態では、閾値およびマスク設計特
性の最適化は、単一の最適化ステップで実施され、照明光源特性を定義するための最適化
ステップに続く。後者は、典型的には、フルマスク設計、即ち、全ての回路について実施
してもよく、フルマスク設計の最適化を取得する。こうした実施形態では、閾値およびマ
スク設計特性は、同じステップで定義される。本発明の実施形態によれば、これは、非矩
形状サブ分解能アシスト特徴部を排除しながら実施される。
【００６８】
　幾つかの実施形態では、閾値およびマスク設計の最適化は、別個の最適化ステップで実
施される。従って、１つ又はそれ以上の更なる最適化は、第１の最適化で定義された照明
光源の設定を用いて、閾値および、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を排除するマスク
設計を最適化するための第２の最適化ステップを含んでもよい。第２の最適化ステップか
らは、少なくとも閾値設定が定義される。必要に応じて、マスク設計特性の一部について
、例えば、回路マスク設計のほんの一部である回路クリップについて得られるようなこれ
らの特性が定義できる。定義された閾値および、必要ならばマスク設計特性の一部につい
ても、第３の最適化ステップのための固定値として使用してもよく、この場合、追加のマ
スク設計特定のマスク設計特性は、フルマスク設計、即ち、全ての回路に対応した設計の
ために決定される。
【００６９】
　本発明の特定の実施形態では、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を排除したり許容す
る以外に、マスクルールチェック設定が異なる最適化の間で異なるように選択される。マ
スクルールチェック設定またはマスクルールチェックパラメータ（ＭＲＣ）は、個々のマ
スク多角形の許容される複雑性への限界を設定するパラメータである。一例として、これ
らのＭＲＣパラメータは、マスク多角形の許容されるセグメント長に対する最小値を設定
してもよい。極めて複雑な形状を許容するＭＲＣパラメータ組は、「アグレッシブ（積極
的）」と呼ばれ、こうしたアグレッシブなＭＲＣ入力パラメータの組を持つ印刷した像形
状は、一般には所望の理想像により近いであろう。しかし、得られたマスクは、より複雑
であり、製造するのが困難であったり、及び／又は極めて高価であろう。
【００７０】
　穏健なＭＲＣ設定はあまり完全でない印刷像をもたらすが、あまり複雑でなく、より製
造可能であり、またはあまり高価でないマスクを出力する。本発明の実施形態によれば、
マスクルールチェック設定は、１つ又はそれ以上の追加の最適化において許容される少な
くとも最も複雑なマスク設計特徴部が、第１の最適化で許容された最も複雑なマスク設計
特徴部よりも複雑でないように、選択してもよい。
【００７１】
　本発明に係る実施形態の利点は、閾値設定が、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部が排
除される条件下で決定できることである。これにより、非矩形状サブ分解能アシスト特徴
部が排除される従来のＳＭＯフローを用いて得られるものより良好なＤｏＦを有すること
が可能である。
【００７２】
　上述したように、異なる最適化ステップは、例えば、空中像モデルまたはフルレジスト
モデルを用いて、同じまたは異なるシミュレーションモデルをベースとしたＳＭＯ最適化
アルゴリズムを用いて実施してもよい。
【００７３】
　図４は、許容される矩形状ＳＲＡＦのみを用いた従来のフローを用いた場合（フローＡ
）、許容される非矩形状ＳＲＡＦを用いた従来のフローを用いた場合（フローＢ）、そし
て本発明の一実施形態に係るＳＭＯフローを用いた場合（フローＣ）、生成したＳＲＡＭ
パターンの例を示す。本発明の一実施形態に係るＳＭＯフローでは、ＳＲＡＦの個数はフ
ローＡよりもかなり大きくなり、ＳＲＡＦのレイアウトは、非矩形状ＳＲＡＦを許容する
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従来のフローにより近くなることが判る。矩形状ＳＲＡＦのみを用いた従来のフローと、
本発明の一実施形態に係るフローとでＮＩＬＳの比較は、図５から導出できるように、最
良のフォーカス条件およびデフォーカス条件でＮＩＬＳに関して明確な利点があることを
示している。図５は、図４に示す切断線での正規化した像対数傾斜（ＮＩＬＳ: normaliz
ed image log slope）を示す。
【００７４】
　一例として、複数の可能性あるＳＭＯフローの主要なステップを図６に示しており、本
発明の実施形態に係る種々の可能性あるフローの幾つかの例を示している。
【００７５】
　一態様では、本発明は、リソグラフィプロセスのためのリソグラフィプロセス条件を決
定するためのシステムに関する。システムは、上述したような第１態様に係る方法を実施
するために特に適しているであろう。但し、実施形態はこれに限定されない。システムは
、コンピュータで実行してもよい。こうしたコンピュータでの実行は、ソフトウエアで実
行しても、ハードウエアで実行しても、両方の組合せでもよい。一例として、本発明の実
施形態はこれに限定されないが、本発明の一実施形態に係る例示のシステムを図７に示し
ており、こうしたシステムの標準および任意の特徴部を示している。システム７００は、
照明光源およびマスク設計の特性を取得するための入力手段７１０を含む。該特性は、典
型的には、実施すべきリソグラフィパターンを含む。サブ分解能アシスト特徴部が、追加
の最適化のために既に定義してもよく、あるいは、最適化とともにこれらを導入してもよ
いが、マスク設計特性の一部ではない。入力は、典型的には、電子データフォーマットで
得られる。システムは、処理手段をさらに備える。処理手段７２０は、リソグラフィプロ
セスについての照明光源特性およびマスク設計特性の組合せ最適化のための第１の最適化
を実施するためにプログラムされている。処理手段７２０はさらに、マスク用の非矩形状
サブ分解能アシスト特徴部が許容される第１の最適化を実施するためにプログラムされて
いる。
【００７６】
　処理手段７２０はまた、第１の最適化から、最適化した照明光源特性の組を決定するた
めにプログラムされている。
【００７７】
　処理手段７２０はまた、リソグラフィプロセスのマスク設計特性の最適化のための１つ
又はそれ以上の追加の最適化を実施するためにプログラムされており、これにより、１つ
又はそれ以上の追加の最適化では、前記マスク用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の
存在が実質的に排除される。１つ又はそれ以上の追加の最適化では、最適化した照明光源
特性の前記組を考慮する。
【００７８】
　処理手段７２０はまた、１つ又はそれ以上の追加の最適化から、非矩形状サブ分解能ア
シスト特徴部を実質的に排除した、最適化したマスク設計特性の組を決定するためにプロ
グラムされている。処理手段７２０は、異なる最適化ステップのための異なるマスクルー
ルチェック設定を考慮するように適合してもよい。
【００７９】
　上記フローを実行するために、処理手段７２０は、異なる動作のタイミングを決めるコ
ントローラ７２２を備えてもよい。さらに、処理手段７２０は、ＳＭＯ最適化モジュール
７２４を備えてもよく、これは、提供された特定の設定、例えば、特定のシミュレーショ
ン用に提供された特定の設定を考慮したＳＭＯ最適化を実施するように適合している。こ
れらの特定の設定は、使用者入力から取得してもよく、またはコントローラ７２２から取
得してもよい。こうした設定は、マスクの複雑性の程度を決定する設定、非矩形状サブ分
解能アシスト特徴部が許容されるか否かを決定する設定、パターン特徴部について許容さ
れた複雑性の程度を表現するマスクルールチェック設定などでもよい。
【００８０】
　ＳＭＯ最適化モジュール７２４は、当業者に知られている任意の適切な光源マスク最適
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化モジュールでもよい。それは、特定のモデル、例えば、空中像モデルまたはフルレジス
トモデルをベースとしてもよく、あるいは、興味のあるモデルを選択するために適合して
いてもよい。システムは、使用するリソグラフィプロセス条件を出力するための出力手段
をさらに備える。こうしたリソグラフィプロセス条件は、典型的には、照明光源特性およ
びマスク設計特性を含み、電子データとして出力したり、表示したりできる。追加のシス
テムコンポーネントが、第１態様で説明したようなリソグラフィプロセス条件を決定する
ための方法のステップの１つまたはそれ以上、あるいはその一部を実施するように適合し
た任意のコンポーネントであってもよい。
【００８１】
　他の態様において、本発明は、処理手段上で実行した場合、第１態様で説明したような
方法の１つを実行するためのコンピュータプログラム製品に関する。コンピュータプログ
ラム製品は、少なくとも１つのメモリ形態、例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭなどを含むメモリサ
ブシステムと結合した、少なくとも１つのプログラム可能なプロセッサを含む処理システ
ム上で実行してもよい。プロセッサまたは複数のプロセッサは、汎用のものでもよく、ま
たは特別な目的のプロセッサでもよく、デバイスに組み込み用のもの、例えば、他の機能
を実施する他のコンポーネントを有するチップでもよいことに留意する。こうして本発明
の実施形態の１つ又はそれ以上の態様が、デジタル電子回路、またはコンピュータハード
ウエア、ファームウエア、ソフトウエア、これらの組合せで実施できる。プロセッサは、
リソグラフィプロセス条件を決定するための方法を実施するように適合してもよく、ある
いは、こうした方法を実施するための命令を含んでもよい。プロセッサは、少なくとも１
つのディスクドライブ、及び／又はＣＤ－ＲＯＭドライブ、及び／又はＤＶＤドライブを
有する保存サブシステムを含んでもよい。
【００８２】
　幾つかの例では、ディスプレイシステム、キーボード、ポインティングデバイスを、使
用者が情報を手動で入力するのを提供するユーザインタフェース・サブシステムの一部と
して含んでもよい。データを入力および出力するためのポートを含んでもよい。例えば、
ネットワーク接続、種々のデバイスとのインタフェースなどの要素を含んでもよい。処理
システムの種々の要素は、バスサブシステムなどを介して種々の方法で接続してもよい。
メモリサブシステムのメモリは、ある時は、処理システムで実行した場合、上述の方法の
実施形態のステップを実行する命令セットの一部または全てを保持してもよい。こうした
処理システムは先行技術であるが、上述したような方法の態様を実行する命令を含むシス
テムは先行技術ではない。
【００８３】
　コンピュータプログラム製品は、プログラム可能なプロセッサでの実行用の機械読み取
り可能なコードを搭載したキュリア媒体内に有形的に具現化できる。こうして本発明は、
コンピュータ手段上で実行した場合、上述したような方法の何れかに係るリソグラフィプ
ロセス条件の決定を実行するための命令を提供するコンピュータプログラム製品を搭載し
たキュリア媒体に関する。用語「キュリア媒体」とは、実行用のプロセッサに命令を提供
するのに関与する任意の媒体を参照する。こうした媒体は、多くの形態を取ることができ
、例えば、これに限定されないが、不揮発性媒体、伝送媒体などである。不揮発性媒体は
、例えば、光学ディスクまたは磁気ディスク、例えば、マスストレージの一部であるスト
レージデバイスなどである。コンピュータ読み取り可能な媒体の一般の形態は、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＤＶＤ、フレキシブルディスクまたはフロッピーディスク、テープ、メモリチップ
またはカートリッジ、またはコンピュータが読み取り可能な他の媒体を含む。
【００８４】
　コンピュータ読み取り可能な媒体の種々の形態は、実行用プロセッサに１つ又はそれ以
上の命令からなる１つ又はそれ以上のシーケンスを搭載したものでもよい。コンピュータ
プログラム製品は、ネットワーク、例えば、ＬＡＮ、ＷＡＮまたはインターネットなどで
搬送波を介して伝送できる。伝送媒体は、例えば、ラジオ波および赤外のデータ通信の際
に生成されるような、音響波または光波の形態を取るものでもよい。伝送媒体は、同軸ケ
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【００８５】
　更なる態様において、本発明はまた、リソグラフィプロセスで使用する部品キットに関
する。該部品キットは、第１態様で説明したような方法を用いて決定した照明光源特性を
含むデータを備えたキャリア、そして同じ方法を用いて決定したマスク設計に係るマスク
を備える。
【００８６】
　さらに更なる態様において、本発明はまた、電子デバイスに関する。該電子デバイスは
、少なくとも１つのパターン層を含み、該パターン層は、第１態様で説明したような方法
を用いて決定したリソグラフィプロセス条件に従うリソグラフィプロセスを用いて製作さ
れる。
【００８７】
　さらに他の態様において、本発明は、電子デバイスを製造するための方法に関し、該方
法は、第１態様で説明したような方法を用いてリソグラフィプロセス条件の組を決定する
こと、続いて、電子デバイスを形成するためのリソグラフィプロセス条件を用いて、半導
体基板上のフォトレジストを露光することを含む。より詳細には、該方法は、
【００８８】
　照明光源およびマスク設計の特性を取得することを含み、該マスク設計は、リソグラフ
ィパターンおよびサブ分解能アシスト特徴部を含んでおり、
　リソグラフィプロセスのための照明光源特性およびマスク設計特性の組合せ最適化のた
めの第１の最適化を実施することを含み、これにより前記第１の最適化では、マスク用の
非矩形状サブ分解能アシスト特徴部が許容されており、
　前記第１の最適化から、最適化した照明光源特性の組を決定することを含み、
　リソグラフィプロセスのマスク設計特性の最適化のための１つ又はそれ以上の追加の最
適化を実施することを含み、これにより前記１つ又はそれ以上の追加の最適化では、前記
マスク設計用の非矩形状サブ分解能アシスト特徴部の存在が実質的に排除され、前記１つ
又はそれ以上の追加の最適化は、最適化した照明光源特性の前記組を考慮しており、
　前記１つ又はそれ以上の追加の最適化から、非矩形状サブ分解能アシスト特徴部を実質
的に排除した、最適化したマスク設計特性の組を決定することを含む。
【００８９】
　該方法は、こうした得られたリソグラフィプロセス条件を用いて、半導体基板上のフォ
トレジストを露光することをさらに含む。
【００９０】
　一例として、本発明の実施形態はこれに限定されないが、上記原理の特徴および利点に
ついて実験結果によってさらに説明する。実験は、Ｔａｃｈｙｏｎ－ＳＭＯ（登録商標）
を用いたサブ分解能アシスト特徴部の配置をベースとした光源－マスク最適化およびモデ
ルを用いて実施した。実験で用いた回路パターンは、スタティックランダムアクセスメモ
リ（ＳＲＡＭ）セルおよび論理標準セルであった。前者は、高いパターン密度を実現する
ように設計された６トランジスタＳＲＡＭであった。後者は、４標準セル、フリップフロ
ップ、フル加算器(adder)、インバータ、ＮＡＮＤの組合せであった。これらの両方は、
２８ｎｍ、２２ｎｍおよび２０ｎｍノードで設計した。論理セルでのコンタクトホールの
総数は、約２５０個である。二重パターニング用のパターン分割(splitting)を２２ｎｍ
および２０ｎｍセルについて実施した。
【００９１】
　異なる実験では、目標ＣＤＵとの比較のため、推定したＣＤＵを用いた。ＣＤＵは、Ｔ
ａｃｈｙｏｎ－ＳＭＯ（登録商標）で抽出されるリソグラフィ輪郭(contour)によって推
定した。シミュレーション条件を（表１）に掲載している。
【００９２】
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【表１】

【００９３】
　ＣＤＵ推定のフローは、下記のとおりであった。最初に、光源形状をＳＲＡＭセルレイ
アウトによって定義した。第２ステップでは、前回ステップで定義した光源を用いてマス
ク最適化を行った。第３ステップでは、シミュレーションを行った輪郭からＣＤを抽出し
た。抽出は、推定したプロセス誤差の有りと無しで実行した。全部で７つのタイプのＣＤ
データ組を抽出した。即ち、（１）公称の条件、（２）（３）焦点オフセット（＋／－５
０ｎｍ）、（４）（５）線量オフセット（＋／－３％）、（６）（７）マスク誤差（＋／
－２ｎｍ）。最後に、これらのＣＤの３シグマを計算することによって、ＣＤＵを推定し
た。
【００９４】
　第１の実験では、光源－マスク最適化のための方法を特定の回路レイアウトに適用した
。最初に、矩形状サブ分解能アシスト特徴部を用いた従来のフローと、本発明の一実施形
態に係るフローとで、２２ｎｍノードでのＤｏＦを比較した。図８は、論理レイアウトの
２５０個のコンタクトホールにおいて、６％の露光ラチチュード（ＥＬ）でのＤｏＦのヒ
ストグラムを示す。本発明の一実施形態に係る方法は、矩形状サブ分解能アシスト特徴部
を用いた従来のフローと比べて、ＤｏＦに関して明確に有利であることが判る。
【００９５】
　クリティカル寸法均一性（ＣＤＵ）およびＧＤＳファイルのサイズを比較して、図９に
示している。３つのタイプの光源－マスク最適化フローを評価した。即ち、矩形状ＳＲＡ
Ｆを用いた従来のフロー（１）、非矩形状ＳＲＡＦを用いた従来のフロー（２）、本発明
の一実施形態に係るフロー（３）。図９は、本発明の一実施形態に係るフローは、非矩形
状ＳＲＡＦを用いた従来のフローに匹敵するＣＤＵレベルを実現していることを示してい
る。より詳細には、非矩形状ＳＲＡＦによる従来のフローを用いたＳＭＯ最適化、および
本発明の一実施形態に係るフローを用いたＳＭＯ最適化は、矩形状ＳＲＡＦを用いた従来
フローよりもそれぞれ１０％と９％だけ小さいＣＤＵ性能を提供している。本発明の一実
施形態に係るフローでのＧＤＳサイズは、矩形状ＳＲＡＦを用いた従来フローと同じレベ
ルを維持している。より詳細には、この従来フローと比較したＧＤＳサイズの増加量は、
自由造形ＳＲＡＦを用いた従来フローでは２５％であり、本発明の一実施形態に係るフロ
ーでは０％であることが判った。その結果、本発明の一実施形態に係る本フローを使用す
ると、ＣＤＵ－マスク複雑性の間のトレードオフを克服している。
【００９６】
　第２の実験では、本発明の一実施形態に係るフローについて、２０ｎｍノードの論理回
路のリソグラフィプロセスのためにテストを行った。
【００９７】
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　２０ｎｍノードでは、２２ｎｍのものよりＣＤＵ劣化がかなり大きい。調査によれば、
主要な原因が、パターン分割の競合が生ずるポイントでのプロセス変動性であることが判
った。これを解決するために、マスクレイアウトを変更する以外に、ＳＭＯフローを再び
変更すると、ＣＤＵに対して有利な効果が得られるとともに、ＧＤＳファイルサイズを制
限することが判った。図１０において、矩形状ＳＲＡＦを用いた従来のフロー（１）、非
矩形状ＳＲＡＦを用いた従来のフロー（２）、本発明の一実施形態にＳＭＯ係るフロー（
３）について、ＣＤＵおよびファイルサイズを示している。図１０において、ＣＤＵが、
矩形状ＳＲＡＦを用いた従来フローと比較して著しく良好であるとともに、ＧＤＳファイ
ルサイズは僅かに増加しているに過ぎないことが判る。換言すると、２０ｎｍノードで得
られた結果は、２２ｎｍノードで得られたものと類似している。
【００９８】
　上記の例から、本発明の一実施形態に係る光源－マスク最適化フローは、マスク製造可
能性に関してはマイナスの影響なしで、ＣＤＵ改善をもたらすことが判る。
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